
吉岡町日中一時支援事業単価表 

 

①　障害者日中一時支援事業の場合 

 

②　障害児日中一時支援事業の場合 

 

③　重症心身障害児（者）に対し、医療機関である短期入所事業所において事業を行った場合 

 

 

 利用時間 
（支給量） 

適用区分

４時間未満 

（０．２５日）

４時間以上８時間未満 

（０．５日）

８時間以上 

（０．７５日）

 
費用基準額 利用者負担額 費用基準額 利用者負担額 費用基準額 利用者負担額

 
区分３ １，８９３円 １８９円 ３，７８５円 ３７８円 ５，６７８円 ５６７円

 
区分２ １，４８３円 １４８円 ２，９６５円 ２９６円 ４，４４８円 ４４４円

 
区分１ １，２２５円 １２２円 ２，４５０円 ２４５円 ３，６７５円 ３６７円

 利用時間 
（支給量） 

適用区分

４時間未満 

（０．２５日）

４時間以上８時間未満 

（０．５日）

８時間以上 

（０．７５日）

 
費用基準額 利用者負担額 費用基準額 利用者負担額 費用基準額 利用者負担額

 
区分６ ２，２２５円 ２２２円 ４，４５０円 ４４５円 ６，６７５円 ６６７円

 
区分５ １，８９３円 １８９円 ３，７８５円 ３７８円 ５，６７８円 ５６７円

 
区分４ １，５６０円 １５６円 ３，１２０円 ３１２円 ４，６８０円 ４６８円

 
区分３ １，４０５円 １４０円 ２，８１０円 ２８１円 ４，２１５円 ４２１円

 区分１及び 

区分２
１，２２５円 １２２円 ２，４５０円 ２４５円 ３，６７５円 ３６７円

 利用時間 
（支給量） 

適用区分

４時間未満 

（０．２５日）

４時間以上８時間未満 

（０．５日）

８時間以上 

（０．７５日）

 
費用基準額 利用者負担額 費用基準額 利用者負担額 費用基準額 利用者負担額

 重症心身障

害児（者）
６，０００円 ６００円 １２，０００円 １，２００円 １８，０００円 １，８００円



④　遷延性意識障害者等、筋萎縮性側索硬化症その他の疾患を持つ利用者に対し、医療機関　

である短期入所事業所において事業を行った場合 

 

各表の適用区分に該当する障害の程度は、次のとおりとする。 

①　障害者 

１８歳以上の障害者又は１５歳以上の障害児であって、障害者総合支援法に規定する障害者

支援区分の認定を受けた者は障害支援区分による。ただし、障害支援区分が未判定の者の

適用区分については、区分１及び区分２を適用する。 

②　障害児 

障害者総合支援法に規定する障害児短期入所の支給決定に係る５領域１１項目の調査項目

に基づいた認定区分による。 

③　重症心身障害児（者） 

児童相談所等において児童福祉法に定める重症心身障害児（者）の認定を受けたもの 

④　遷延性意識障害者等 

遷延性意識障害者等、筋萎縮性側索硬化症その他の疾患を持つもの

 利用時間 
（支給量） 

適用区分

４時間未満 

（０．２５日）

４時間以上８時間未満 

（０．５日）

８時間以上 

（０．７５日）

 
費用基準額 利用者負担額 費用基準額 利用者負担額 費用基準額 利用者負担額

 遷延性意識

障害者等
３，５００円 ３５０円 ７，０００円 ７００円 １０，５００円 １，０５０円


